
 

 

市の役割 

 河川・下水道等の整備や各施設の適正な維持管理により、効率的かつ迅速な浸水対策

を推進する。 

 市民や事業者が実施する浸水対策に対する支援、雨水流出抑制等の技術基準の策定、

適切な情報提供等を行い、自助・共助の促進を図る。 

 広報やその他の活動を通じ、市民や事業者に対して、浸水対策の必要性に関する意識

啓発に努める。 

市民の役割 

 浸水対策に関する理解と関心を深め、雨水貯留タンク設置等の流域対策や、地域におけ

る浸水対策の推進等の共助に取り組む。 

 豪雨等の情報を適切に把握し、土のうや止水板の設置などの自助に取り組むとともに、

非常時にあっては自らの生命を守るため、適切に避難する。 

事業者の役割 

 事業者は、自らが地域社会の一員であることを認識し、市民と共に浸水対策の推進に努

める。 

 新たに開発行為等を行う場合は、雨水流出抑制施設の設置などの流域対策に取り組む。 

表 4.1 市・市民・事業者の役割 
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